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○恵庭市高齢者生活管理指導短期入所事業実施要綱

平成12年4月1日

実施

(目的) 

第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなどいわゆ

る社会適応が困難な高齢者に対して、短期間の宿泊により日常生活に対する指導及び支援

を行うとともに当該高齢者の体調の調整を図り、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づ

く要介護状態になることを予防する事業を行うのに必要な事項を定めることを目的とす

る。

(事業の名称) 

第2条 前条の事業は、恵庭市高齢者生活管理指導短期入所事業(以下「短期入所事業」とい

う。)と称する。

(実施主体) 

第3条 短期入所事業の実施主体は、恵庭市とする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第

133号)第10条の4第1項第3号の規定に基づき、事業の実施を社会福祉法人等(以下「事業

受託者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者) 

第4条 短期入所事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者(65歳未満で

あって初老期認知症又は虚弱と認められる者を含む。)であって、介護保険法の要介護認

定審査において非該当(自立)の判定を受けた者等又は市長が特に必要と認めた者とする。

第5条 削除

(入所の期間) 

第6条 入所の期間は、介護保険法に基づく要介護認定審査における要支援の判定を受けた

ものの給付基準に準ずる。

(入所の申込) 

第7条 短期入所事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、恵庭市高齢者生

活管理指導短期入所事業利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)に、市長

が必要と認める書類を添付して、市長に提出するものとする。ただし、利用者が直接市長

に提出することが困難な場合は、地域包括支援センター等を経由して申込書を提出するこ

とができる。

(入所の決定) 
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第8条 市長は、第3条ただし書の規定により短期入所事業を委託して実施する場合は、前

条の申込書を受理した場合は、その必要性を検討し、その可否を決定して恵庭市高齢者生

活管理指導短期入所事業利用決定通知書(様式第2号)又は恵庭市高齢者生活管理指導短期

入所事業利用却下通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、第3条ただし書の規定により短期入所事業を委託して実施する場合は、前項の

通知と同時に事業受託者に対し、恵庭市高齢者生活管理指導短期入所事業実施依頼書(様

式第4号)により短期入所事業の実施を依頼するものとする。

(報告) 

第9条 実施施設の長は、入所期間が満了したときは、恵庭市高齢者生活管理指導短期入所

事業実施報告書(様式第5号)により、市長に報告するものとする。

(費用負担) 

第10条 市長は、事業受託者に対し、委託料として介護保険法による短期入所生活介護事

業利用時における要支援利用者の費用相当額から別表に定める滞在費及び食費の負担限

度額を差し引いた額を支払うものとする。

2 利用者又は当該利用者の介護者は、前項に掲げる委託料から滞在費及び食費を引いた額

の1割を市長に支払わなければならない。

(一定以上の所得を有する対象者に係る費用負担) 

第10条の2 第4条に規定する対象者のうち介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下

「政令」という。)で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である

第1号被保険者が受ける短期入所事業の費用負担については、前条第2項中「1割」とある

のは「2割」と読み替えて適用するものとする。

(利用料の減免) 

第11条 市長は、事業受託者が行う短期入所事業を利用しようとする者(以下この項におい

て「利用者」という。)が属する世帯の収入及び資産が、次の各号のいずれにも該当する

場合には、利用料を減免することができる。ただし、当該利用者が、負担能力のある扶養

義務者に扶養されていると市長が認める場合を除く。

(1) 減免を決定しようとする日が属する年の前年(その日が1月1日から5月31日までの間

の場合は、前々年)の世帯の構成員の収入の合計額が、次に掲げる金額以下であること。

ア 単身世帯 150万円

イ ア以外の世帯 150万円に世帯の構成員の数から1を減じた数に50万円を乗じて得

た額を加算した額
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(2) 世帯の構成員の預貯金等の額の合計額が、次に掲げる金額以下であること。

ア 単身世帯 350万円

イ ア以外の世帯 350万円に世帯の構成員の数から1を減じた数に100万円を乗じて

得た額を加算した額

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、社会福祉法人等利用料減免対象

確認申請書(社会福祉法人等による利用料の減免措置)(様式第6号。以下次項において「申

請書」という。)及び世帯収入等に関する申告書(様式第7号。以下次項において「申告書」

という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書及び申告書の提出があったときは、速やかに内容を審査

し、社会福祉法人等利用料減免対象決定(却下)通知書(様式第10号)により通知するものと

する。

4 減免の額は、利用料の4分の1(老齢福祉年金を受給している者にあっては、2分の1)とす

る。この場合において、減免する額に1円未満の端数があるときは、切り捨てる。

5 利用料を減免する期間は、申請日から最初の5月31日までとする。

6 第1項から前項までの規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年第144号)の規定による保

護を受給している者の利用料は、免除する。

(台帳の整備) 

第12条 市長は、事業の円滑な運営を期するため、恵庭市高齢者生活管理指導短期入所事

業利用者台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(委任) 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

2 平成17年度において市民税が非課税であった者のうち、平成17年度における税制改正に

係る高齢者非課税限度額の廃止により平成18年度において市民税を賦課されることとな

る者に係る第11条に規定する利用料の減免については、同条の規定にかかわらず、平成

18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り、同条に規定する利用料の減免の対象

とする。この場合においては、同条各号列記以外の部分中「市民税非課税世帯」とあるの

は「市民税非課税世帯(附則第2項の適用のある者を含む。)」と、同条第1項第1号中「150

万円」とあるのは「190万円」と、同条第2項中「利用料、滞在費及び食費の4分の1(老齢
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福祉年金受給者にあっては2分の1)」とあるのは「利用料、滞在費及び食費の8分の1」と、

それぞれ読み替えるものとする。

附 則

この要綱は、平成12年8月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成12年10月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成15年8月21日から実施する。

附 則

この要綱は、平成17年10月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成19年2月27日から実施し、平成18年7月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成19年3月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

附 則 抄

(実施期日) 

1 この要綱は、平成27年8月1日から実施する。

(経過措置) 

3 この要綱による改正後の恵庭市高齢者生活管理指導員派遣事業実施要綱、恵庭市高齢者

生活管理指導短期入所事業実施要綱及び恵庭市生きがい活動支援通所事業実施要綱の規

定は、平成27年8月1日以後の申請について適用し、同日前に申請をしたものについては、

なお従前の例による。

附 則 抄

(実施期日) 

1 この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(適用区分) 

5 第4条の規定による改正後の恵庭市高齢者生活管理指導短期入所事業実施要綱の規定は、
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この要綱の実施日以後にされた恵庭市高齢者生活管理指導短期入所事業実施要綱に基づ

く決定等に係る審査請求について適用し、実施日前にされた恵庭市高齢者生活管理指導短

期入所事業実施要綱に基づく決定等に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

別表

1 利用者負担段階

区分 対象者

利用者負担第1段

階

生活保護受給者

所得税の納

税義務が無

い者からな

る世帯

老齢福祉年金受給者

利用者負担第2段

階

課税年金収入額と合計所得額金額の合計が80万円以下の人

利用者負担第3段

階

利用者負担第2段階以外の人(課税年金収入額と合計所得金

額の合計が80万円超266万円以下の人など) 

利用者負担第4段

階

上記以外の人

2 滞在費の基準費用額、利用者の負担限度額

負担限度額 基準費用額

利用者負担第1段

階

利用者負担第2段

階

利用者負担第3段

階

多床室(相部屋) 0円／日 370円／日 370円／日 320円／日

従

来

型

個

室

①特養等 320円／日 420円／日 820円／日 1,150円

②老健・療養等 490円／日 490円／日 1,310円／日 1,640円／日

ユニット型準個室 490円／日 490円／日 1,310円／日 1,640円／日

ユニット型個室 820円／日 820円／日 1,310円／日 1,970円／日

注1 利用負担第4段階の人が実際に負担する額は、事業所と利用者の契約により決定す

る。

3 食費の自己負担限度額を定め食費の基準費用額、利用者の負担限度額

負担限度額 基準費用額
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利用者負担第1段階 利用者負担第2段階 利用者負担第3段階

300円／日 390円／日 650円／日 1,380円／日

注1 利用負担第4段階の人が実際に負担する額は、事業所と利用者の契約により決定す

る。
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様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号


